　　　令和　年産酒米出荷・販売に係る契約書（覚書）
（以下　甲という）と　（以下　乙という）は酒米『　』、『　』について下記のとおり契約書（覚書）を締結する。
第１条（委託生産者及び実施面積）　
甲により作付されたもので、実施面積を以下のとおりとする。
　『　　』　　　　a
　『　　』　　　　a　
第２条（検査及び入庫）
契約圃場で生産された酒米『　　』、『　　』は、全量農産物検査法に基づき検査し、乙に入庫・保管する。但し、検査規格（特上から３等）に合格とならなかったものについても、規格外米・くず米・端米として乙に入庫し、甲と協議の上、乙が販売するものとする。
第３条（引取）
第２条により検査・入庫されたものについては、乙は甲より引取期限（令和　年　月　日）までに全量引き取るものとする。

本契約書締結の証として本書３通を作成し、甲・乙それぞれ１通を保有する。
令和　年　月　日
甲　　
　 eq \o\ac(○,印)
乙

　印
